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株主各位

第41期定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示情報

●事業報告
１．新株予約権等の状況
２．業務の適正を確保するための体制及び

当該体制の運用状況
３．会社の支配に関する基本方針

●連結計算書類
連結注記表

●計算書類
個別注記表

事業報告の「新株予約権等の状況」、「業務の適正を確保するための体制及び当該
体制の運用状況」、「会社の支配に関する基本方針」、連結計算書類の「連結注記
表」、計算書類の「個別注記表」につきましては、法令及び定款第14条の規定に基
づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載し、株主の皆様にご提供いたし
ております。
（https://www.almedio.co.jp/）

2021年６月10日

表紙
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１．新株予約権等の状況
①　当該事業年度末日に当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

該当事項はありません。

②　当該事業年度中に職務執行の対価として使用人等に交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

③　その他新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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新株予約権等の状況
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２．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴　業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

　当社は、企業価値の向上と持続的な発展を図るため、経営の健全性と透明性の確保といったコ
ーポレート・ガバナンスの基本原則に則り、経営体制や制度等を整備するとともに、コンプライ
アンス体制の整備などに取り組んでまいります。

①　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　取締役・使用人が企業活動に関連する法令及び定款を遵守して職務を遂行するため管理本部
管理部総務課（以下「総務課」とする）を主管としたコンプライアンス規程に従って対応する。
イ．コンプライアンス規程の実効をあらしめるために、当社の取締役及び使用人に企業行動憲

章違反又は法令違反の疑義がある不正行為等発見した場合は、社内通報規程に基づき、企業
倫理相談窓口を通じて取締役会等に報告する体制とする。通報等の行為を理由として通報者
に対する不利益な取り扱いは行わない。

ロ．内部統制委員会を設置しコンプライアンスの取り組みを横断的に統括する。本委員会の主
管は、総務課とする。

ハ．市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは関わらない旨を、当社の
内部統制の基本方針や経営統制環境について体系的にまとめ策定した内部統制システム文書
の中（行動憲章）で定め、当社の取締役及び使用人に周知徹底するとともに、事態発生の場
合は、警察や法律家等の支援を得て組織的に毅然とした態度で対応する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役・使用人の職務執行の状況を記録するため、決裁申請規程と文書管理規程に基づく業
務運営を周知徹底させるとともに、必要に応じて更なる整備を進める。
　また、情報の管理に関しては、情報管理規程、情報システム管理規程、顧客情報漏洩防止規
程、個人情報保護基本規程、特定個人情報取扱規程に従って対応する。
イ．決裁申請規程の運営は、総務課が主管する。
ロ．文書管理規程の運営は、総務課が主管する。
ハ．情報管理規程の運営は、総務課が主管する。
ニ．情報システム管理規程の運営は、総務課が主管する。
ホ．顧客情報漏洩防止規程の運営は、総務課が主管する。
ヘ．個人情報保護基本規程の運営は、総務課が主管する。
ト．特定個人情報取扱規程の運営は、総務課が主管する。
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③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
企業活動に関するリスクを把握、検討した上で、総務課を主管としたリスク管理規程に従っ

て対応する。
イ．業務全般のリスク管理は、リスク管理規程に基づき各部門ごとに行い、各執行役員の下、

体制整備を進める。
ロ．リスク管理規程の実効をあらしめるため、内部統制委員会を設置しリスク管理の取り組み

を横断的に統括する。本委員会の主管は、総務課とする。
ハ．不測の事態が顕在化した際には、代表取締役社長を対策本部長とする「緊急対策本部」を

設置し統括的な危機管理を行う。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
執行役員制度を導入し、意思決定及び監督機能を担う取締役と、業務執行機能を担う執行役

員と機能を分離する。
執行役員は、取締役の兼務又は使用人の昇格、もしくは委任契約を締結した者により選任す

る。
執行役員は、取締役会に対し、その業務の執行状況を適時適切に報告する。
経営方針に基づき、ITの統制も含めた中期経営計画及び年度利益計画（総合予算）を策定

し、その実現を目標に企業活動を行う。
これらの経営方針に基づき、取締役は、意思決定及び職務執行の監督を行う。執行役員は、

効率的な業務執行体制を構築し、実行する。執行役員及び使用人の効率的な職務の執行を確保
するため、取締役会、経営会議及び各部門ごとの会議等で進捗状況の確認や課題への対応等の
検討をはかるとともに、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程、決裁申請規程に基づく業務
執行を周知徹底させ、必要に応じて更なる整備を進める。
イ．経営方針に基づき、3年間の中期経営計画を策定し、毎年ローリングを行う。
ロ．中期経営計画に基づき、各事業年度ごとに年度利益計画を策定し、この目標実現のために

企業活動を行う。
ハ．取締役会は、定例で月1回開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営

に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の監督と確認を行う機関と位置付けている。
ニ．取締役会で審議する経営重要事項については、決定に至る経過の透明性を高めるため、取

締役（監査等委員である取締役を含む。）・執行役員・幹部社員が出席する経営会議を開催
し検討するとともに、これらの会議では事業環境の分析、利益計画の進捗状況の確認等、情
報の共有化をはかる。

ホ．各部門での事業環境の分析、利益計画の進捗状況の確認等、情報の共有をはかるための検
討会議を必要に応じて開催する。

ヘ．経営方針、経営計画に基づく業務執行は、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程、決裁
申請規程に基づく運営を周知徹底させる。
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⑤　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役・使用人が企業活動に関連する法令及び定款を遵守して職務を遂行するため、総務課

を主管としたコンプライアンス規程に従って対応する。
イ．コンプライアンス規程の実効をあらしめるために、当社の取締役及び使用人に企業行動憲

章違反又は法令違反の疑義がある不正行為等発見した場合は、社内通報規程に基づき、企業
倫理相談窓口を通じて取締役会等に報告する体制とする。通報等の行為を理由として通報者
に対する不利益な取り扱いは行わない。

ロ．内部統制委員会を設置しコンプライアンスの取り組みを横断的に統括する。本委員会の主
管は、総務課とする。

ハ．市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは関わらない旨を、当社の
内部統制の基本方針や経営統制環境について体系的にまとめ策定した内部統制システム文書
の中（行動憲章）で定め、当社の取締役及び使用人に周知徹底するとともに、事態発生の場
合は、警察や法律家等の支援を得て組織的に毅然とした態度で対応する。

⑥　次に掲げる体制及び企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制
ⅱ）子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅲ）子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われていることを確保するため

の体制
ⅳ）子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確

保するための体制
子会社の業務適正の確保をはかるため、上記（ⅰ）から（ⅳ）の決議事項についてグループ全
体に適用するものとし、子会社も同様な体制について検討し整備を進める。また、子会社との
情報交換、人事交流等の連携を強化し、グループ全体の体制整備をはかる。
イ．総務課を主管に子会社の体制整備を支援する。
ロ．子会社 阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司の日中両国の法令に対応した体制整備をはかる。
ハ．子会社 阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司の業務執行に係る報告及びリスク管理は、断熱材

事業担当執行役員が行い、取締役に対し、その業務の執行状況を適時適切に報告する。
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⑦　監査等委員会がその職務を補助すべき取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用
人を置くことを求めた場合における当該取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会の職務補助は監査室の社員が行い、指示案件の執行に関しては、監査等委員会

の指揮命令系統の下に置く。また、監査室は、監査等委員会の協議により監査等委員の要望し
た事項の内部監査を実施し、その結果を監査等委員会に報告する。

⑧　前号の使用人等の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性及び当該使用人
に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役（監

査等委員である取締役を除く。）の命令を受けない。

⑨　取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告するための体
制その他監査等委員会への報告に対する体制、並びに当該報告をしたことを理由として不利
な取扱いを受けないことを確保する体制

イ．取締役（監査等委員である取締役を除く。）・使用人は、監査等委員会に対して、法定の
事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部
統制委員会の進捗状況をすみやかに報告する。

ロ．監査等委員は、取締役会、経営会議のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を
把握するために必要な会議に出席するとともに、決裁書その他業務執行に関する重要な文書
を閲覧し、必要に応じて取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は使用人等にその説
明を求めることが出来る。

ハ．社内通報規程に基づき、通報等の行為を理由として通報者に対する不利益な取り扱いをし
ない。

⑩　監査等委員及び監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その
他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員及び監査等委員会がその職務の執行について、会社法第399条の2第4項に基づき

費用の前払い等の請求をした場合、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執
行に必要でないと認められる場合を除き、その費用又は債務を負担する。

⑪　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会と代表取締役との間に定期的な意見交換会を設定する。
また、監査等委員は、相互に十分な情報・意見交換を行うとともに、会計監査人・監査室と

緊密な連携を保ち、監査上の重要事項について相互認識を深める。

－ 5 －
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⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）及び「会社法施行規則等の
一部を改正する省令」（平成27年法務省令第６号）が平成27年５月１日に施行されたことに伴
い、2015年11月13日開催の取締役会の決議により内容を一部改定しております。
　当事業年度の当社グループにおける業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以
下のとおりであります。

①　取締役の職務執行
　当事業年度において取締役会を16回開催し、法令及び定款に定める事項、経営に関する重要
事項について迅速かつ適切な意思決定を行いました。執行役員制度を導入し、意思決定及び監
督機能と業務執行機能を分離することにより、意思決定の充実・迅速化、監督機能の一層の強
化をはかりました。また、毎週開催する経営会議や各部門ごとの会議等で進捗や課題の確認を
行い、業務執行の監視・監督をいたしました。

②　監査等委員の職務執行
　当事業年度において監査等委員会を8回開催するとともに、取締役会、経営会議、内部統制
委員会等の重要会議への出席と決裁書等の重要書類を閲覧することによって、法令及び定款等
の遵守状況について監査いたしました。

③　内部監査の実施
　当事業年度において内部統制委員会を12回開催し、状況を監視いたしました。監査室は、年
度監査計画に基づき、書類の閲覧及び実地調査を行い、内部統制評価を実施いたしました。

④　リスク管理体制
　当事業年度において部門ごとに想定されるリスク項目の見直しを実施いたしました。リスク
管理規程に基づき、リスクを進んで明らかにするとともに、リスクへの対応措置を講じるよう
に努めました。リスク管理の状況を内部統制委員会において報告し、リスク管理体制の維持及
び向上を図りました。
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３．会社の支配に関する基本方針
当社の企業価値及び株主共同の利益向上に関する基本方針（以下「本基本方針」といいます。）
の概要

Ｉ．当社企業価値の源泉
　当社及びその子会社（以下、単に「当社」といいます。）は、これまで、主に３つの事業分野を営
んでおりました。すなわち、テストメディアの開発・製造・販売を行うインダストリアルソリューシ
ョン事業、長期保存用光ドライブ及び長期保存用光ディスク等の販売並びに産業用及びＡＶ機器用光
ドライブの開発・製造・販売を行うアーカイブ事業、耐火材料の製造・販売を行う断熱材事業等です。
　そして、その他事業として、中国市場でのカップ式自動販売機のオペレーション事業を開始し、そ
の事業領域を拡大してまいりました。この内、インダストリアルソリューション事業は当社設立以来
の基幹事業であり、中核技術を担うものです。加えて、断熱材事業は、断熱材業界における当社の業
界認知度が近年高まってきたこと等を受け、当社の中核事業を構成するほどの飛躍を遂げております。
当社事業が多角的に展開できてまいりましたのもこれらの主幹事業の存在と中核技術の発展があって
こそのものです。
　そして、当社のこれまでの事業展開は、インダストリアルソリューション事業に代表されますよう
に当社が特定の事業者に傾倒したり妥協したりしない、中立・公正な「規準」を提供してきたことに、
顧客から、当社の存在価値を認められて、当社の製品やサービスの品質に対する信頼を獲得するとい
う方針でなされてきました。つまり、当社は、これまで、その中立性・公正性に対する信頼感を高め、
確保することで、当社のプレゼンスを確立してまいりました。
　したがいまして、当社の企業価値の源泉が、これまで当社が築いてきた中立性・公正性に対する信
頼感とそこから確立されたプレゼンスにあることは、疑いようがありません。
　当社は、そのような当社の企業価値の源泉を踏まえて、今後とも、当社が築いてきた中立性・公正
性に対する信頼感とそこから確立されたプレゼンスを基盤に、業界での認知度を高め、飛躍を遂げて
いる断熱材事業を皮切りに、各種事業を発展させ、また立ち上げ、企業価値、ひいては株主共同の利
益の確保・向上に努めてまいります。

Ⅱ．当社企業価値の確保・向上に向けた取組み
　以上で述べた通り、当社の企業価値の源泉は、これまで当社が築いてきた中立性・公正性に対する
信頼感と、そこから確立されたプレゼンスにあります。
　当社は、この企業価値の源泉を枯らすことなく、当社事業を継続的に維持・発展させ、また多角化
を行い、もって、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を確保・向上すべく、各種の取組みを行
ってまいります。
　具体的には、2014年度は、2014年4月30日付「再成長計画（ReGrowth2014）の実施について」
の策定を公表し、経営の安定化や2014年度における連結営業利益の黒字化を図ってまいりましたとこ
ろ、2015年3月31日付でクリエイティブメディア事業の音楽映像市場からの事業撤退を決定しつつも、
再成長計画（ReGrowth2014）の2014年度目標である連結営業利益の黒字転換を達成することができ
ました。
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　続いて、2015年度は、2015年4月30日付「再成長計画（ReGrowth 2015）の実施について」の策
定を公表し、経営体制の強化を図ってまいりましたところ、2015年度における連結営業利益も黒字と
なり、黒字体質への転換が達成されました。また、2015年度における連結営業利益の計画値の176百
万円に対し達成した営業利益は177百万円と100.7％の達成結果となりました。
　しかし、2016年度は、2016年5月13日付「再成長計画（ReGrowth 2016）の実施について」の策
定を公表し、今後成長が見込まれるアーカイブ事業、断熱材事業への積極的投資による売上げの拡大
を目標としておりましたが、英国のEU離脱や米国の新大統領の保護貿易政策等により、世界経済の先
行きに警戒感が強まった結果、新たな設備投資に対して取引先が慎重な姿勢となり、インダストリア
ルソリューション事業及び国内の断熱材事業で受注案件の規模縮小や凍結が断続的に発生しました。
これにより、かかる再成長計画（ReGrowth 2016）の柱としていた施策で十分な成果が得られず、達
成した営業利益は30百万円にとどまりました。
　また、2017年度は、2017年５月12日付「再成長戦略（Re Growth 2017）の実施について」の策
定を公表し、経営体制の強化及び新成長ドライバーの確立に取り組んでまいりました。断熱材事業に
ついては、特に国内において当社の業界認知度が高まった関係で、当該断熱材事業全体で、売上高が
前年度の売上高から19.3%の増加が見られました。一方で、ＷＥＢビジネス事業における事業立ち上
げの遅れやその他事業としての中国でのカップ式自動販売機オペレーション事業において、各種許認
可の取得に時間を要し、営業開始が遅延していること等が収益を圧迫し、結果として、連結営業損失
が60百万円となり、かかる再成長計画（Re Growth 2017）の計画数値を大きく下回る結果となりま
した。
　さらに、2018年度は、2018年５月14日付『「中期経営計画 2018 （Fly for the bright future）」
の策定に関するお知らせ』を公表し、引き続き、経営体制の強化及び新成長ドライバーの確立に取り
組んでまいりました。断熱材事業については、国内において当社の業界認知度が継続的に高まってき
ているものの、当該断熱材事業全体で、売上高が前年度から2.7%減という結果となりました。また、
ＷＥＢビジネス事業の中核であった不動産総合比較サイト「イエカレ」の業績低迷が続いたため、当
該ＷＥＢビジネス事業を2018年９月30日にイクス株式会社に対して譲渡しました。さらに、その他事
業としての中国でのカップ式自動販売機オペレーション事業において、愛飲（上海）貿易有限公司が
各種許認可の取得に時間を要し、営業開始が遅延し、収益を圧迫していたこともあり、当社中国子会
社の再編を決定しました。これらの結果として、連結営業損失が62百万円となり、かかる中期経営計
画 2018 （Fly for the bright future）の計画数値を下回る結果となりました。
　そして、2019年度は、2019年５月14日付『「中期経営計画 2019（Fly for the bright future）」
の実施について』を公表し、新成長ドライバーの確立及び断熱材事業の更なる成長等に向けた継続的
な取り組みを行ってまいりました。断熱材事業については、国内において当社の業界認知度が継続的
に高まり、堅調な推移を示したものの、日本国内で受注する予定であった複数の個別案件が翌期以降
に持ち越されただけでなく、中国国内の太陽光発電補助金制度が見直されたことにより一部の製品売
上高が販売計画を下回ったことから、全体として、断熱材事業の売上高が前年度から5.1%増という結
果に留まりました。さらに、新成長ドライバーの軸として期待されるナノマテリアル事業においては、
市場の拡大、各顧客の用途に合ったカーボンナノファイバー製品の開発・販売を行っているだけでな
く、これに応じたナノマテリアル事業の体制整備も進めております。これらの結果として、連結営業
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利益が55百万円となり、かかる中期経営計画 2019（Fly for the bright future）の計画数値を下回る
結果となりました。
　こうした状況を受け、2020年５月14日付の『「中期経営計画2020（Fly for the bright future）」
の実施について』で公表しましたとおり、(1)成長市場及び当社の技術力を活かせる市場へ事業構造を
シフトすることで、継続的な安定収益をあげる企業体質に変わるべく、新成長ドライバーの確立を図
ります。特に、この中心となるナノマテリアル事業においては、自動車産業、航空宇宙産業や電気機
器産業といった市場の拡大や顧客からの要望に従って、カーボンナノファイバー製品の拡充を行い、
受託業務を拡張することを目指しました。(2)断熱材事業は、「材料メーカー」から「高付加価値商
品・サービスを提供する総合断熱材企業」へ更なる成長を遂げ、断熱材の品質向上及び製品ラインナ
ップの拡充を行うだけでなく、海外展開も行うことで、更なる売上拡大を図りました。また、 (3)成
長が見込まれる事業に対して当社の技術力を活かすべく、積極的投資によるM&Aを推進し、断熱材事
業やナノマテリアル事業等といった既存の事業領域を拡大するだけでなく、新たな事業領域にも取り
組むことで、事業ポートフォリオの最適化を図り、企業価値の向上を目指しました。
　さらに、当社は、2017年６月27日開催の第37期定時株主総会において株主の皆様から承認をいただ
き、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員につきましては、３名全員を当社と利害
関係を持たない独立性の高い社外取締役として選任し、監査等委員会等を通じて厳正な監査を行って
おります。加えて、2019年６月27日開催の第39期定時株主総会において、独立役員１である社外取締
役３名を選任していることや、ＩＲ活動の強化を引き続き行っていくこと等により、当社内部の経営
の健全性の確保と透明性の向上に努めております。
　その上で、これらの取組みを通じて強固となる事業基盤を活かし、当社の業容の多様化を推進し、
株主の皆様をはじめとする利害関係者の方のご期待に応えることで、この方面からも当社に対する信
頼感を確固たるものにし、当社のプレゼンスをより一層高めてまいる所存です。

Ⅲ．本基本方針について
１．基本的な考え方
　今日の国際的競争時代における企業文化の変容、企業買収に関わる法制度の変化等を踏まえると
今後、会社の取締役会の同意を得ない経営権獲得（いわゆる非友好的企業買収）が増加することが予
想され、当社においてもその可能性は否定できません。もとより、当社はこのような企業買収であっ
ても、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するほか、お客様をはじめとする
当社のステークホルダーの利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。
　しかしながら、先述のとおり、当社の企業価値の源泉は、これまで当社が築いてきた中立性・公正
性に対する信頼感とそこから確立されたプレゼンスにありますところ、当社を買収しようとするもの
の中には、その目的・方針からして、企業価値を毀損する危険性のあるものが存在します。
　例えば、買収者が、いわゆるグリーンメーラーであったり、焦土化・解体型買収・強圧的二段階買
収等により、短期的な利益の獲得を意図している場合はもちろんのことですが、当社のテストメディ
ア事業者としての性格上、当社を特定の各機器製造業者グループに所属させることを意図している場
合や、当社をして特定の規格に対するテストメディアのみ開発・製造させ、供給させることを意図し
ている場合などにおいても、それが実現されれば、これまで当社が築いてきた中立性・公正性が疑わ
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れ、当社に対する信頼感の喪失につながることから、当社の企業価値が大いに毀損されるであろうこ
とは明らかです。
　また、買収者がかような意図を有しているか否か不明である場合、すなわち、買収者が株主の皆様
に対し買収提案に対する諾否を判断するために必要かつ十分な情報提供を行わない場合には、株主の
皆様に当該買収者による当社の経営支配権の取得が当社の企業価値を損なうのではないかとの疑念を
抱かせることとなり、結果的に、当該買収提案が当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・
向上に資するか否かの適切な判断を妨げることになります。
　そのため、かかる買収者についても、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上に必
要な前提を欠く不適切な買収者と評価せざるを得ません。
　現在、当社が具体的にこのような買収に直面している事実はありませんが、当社としては、当社の
企業価値を毀損するような不適切な企業買収に対して、相当な範囲で適切な対応策を講ずることが、
当社の企業価値、ひいては当社株主共同の利益を確保・向上するうえで必要不可欠であると判断し、
2020年６月26日開催の第40期定時株主総会において、出席された株主の皆様の議決権の過半数の賛成
をいただきまして、本基本方針の継続を決定いたしました。
　本基本方針の継続は、2020年５月14日開催の当社取締役会において決定されたものであります。
　さらに、本基本方針の継続につきましては、上記取締役会に出席した当社監査等委員3名（全員が社
外取締役）はいずれも、本基本方針の具体的運用が適正に行われることを前提として、本基本方針へ
の継続に賛成する旨の意見を述べております。
　また、当社は、本基本方針の継続について株主の皆様の意向を確認するために、2020年６月26日開
催の第40期定時株主総会において、本基本方針の継続の是非とともに、併せて、特別委員会の委員の
方々の選任についても、株主の皆様のご承認を得ております。
　当社は、同定時株主総会において本基本方針の継続または特別委員会の委員の方々の選任について
株主の皆様の過半数のご承認を得られなかった場合には、同定時株主総会後に開催される取締役会に
おいて、本基本方針の廃止を決議する予定でございました。

２．目的
　本基本方針は、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から、当社に対する
買収行為または当社株式の大量買付行為（以下、総称して「買収行為」といいます。）を行おうとす
る者（以下「行為者」といいます。）に対して、行為者の有する議決権割合を低下させる手段を講じ
る旨の事前警告を発することにより、当社企業価値、ひいては株主共同の利益を毀損するような買収
行為（以下「濫用的買収」といいます。）を防止するための対抗策を講じることを目的としておりま
す。
　また、併せて、株主の皆様に対し、買収行為が当社企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・
向上に資するものかどうかを適正に判断するために必要となる情報と時間を十分に提供し、かつ、当
社取締役会と行為者との交渉または買収行為に対する当社取締役会の意見・代替策を提供する機会を
確保することにより、株主の皆様の判断機会を保証し、誤解・誤信に基づいた買収行為への応諾を防
止するための対抗策を講じることをも、目的としております。
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３．スキーム
　本基本方針は、事前警告型プランで、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に公表した「企業価
値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の主旨に沿った適正かつ有
効なスキームとなっているとともに、当社が対抗策の発動として無償で割当てる新株予約権の内容に
ついて、当該新株予約権を当社の株式等2と引換えに当社が取得できる旨の取得条項を付すことができ
るとされているに過ぎないなど、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に公表
した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」に配慮した内容となっております。

⑴　概要
　当社取締役会は、行為者に事前に遵守を求めるルール（以下「事前遵守ルール」といいま
す。）と、株主の皆様の判断機会を保証し、株主の皆様の誤信・誤解及び濫用的買収を防止する
ために対抗策の発動対象となるか否かの基準（以下「評価基準」といいます。）を予め公表しま
す。
　そして、特別委員会が、本基本方針の手続を主体的に運用し、当社株式の買付けに関する評価
と対抗策の発動を当社取締役会に勧告するか否かの判断を行います。
　特別委員会は、買収行為を評価した結果、評価基準のすべてを満たすと判断する場合を除き、
対抗策の発動を勧告することができるものとします（ただし、その虞（おそれ）と対抗策の発動
による影響とを比較考量して、発動することが相当であると認められる場合に限ります。）。か
かる勧告がなされた場合に限り、当社取締役会は所定の手続に基づき対抗策の発動を決定するこ
とができるものとします。
　当社取締役会が定める事前遵守ルールと評価基準の概要は次のとおりです。

【事前遵守ルール】
①　行為者は、当社取締役会の同意がある場合を除き、(ⅰ)当社が発行者である株券等3につ

いて、行為者及び行為者グループ4の株券等保有割合5が20%以上となる買付けその他の
取得をする前に、または(ⅱ)当社が発行する株券等6について、公開買付け7に係る株券等
の株券等所有割合8及び行為者の特別関係者9の株券等所有割合の合計が20%以上となる
公開買付けを行う前に、必ず当社取締役会に事前に書面により通知すること。

②　買収行為に対する特別委員会の意見形成のため、行為者は、特別委員会が当社取締役会
を通じて求める以下の情報を提供すること。
・行為者及び行為者グループの概要
・買収提案の目的・買収価格の算定根拠、買付け資金の裏付、資金提供者の名称及び

概要
・行為者が意図する経営方針及び事業計画
・行為者の経営方針及び事業計画が当社株主の皆様に与える影響とその内容
・行為者の経営方針及び事業計画が株主の皆様以外の当社ステークホルダーに与える

影響とその内容
・その他、特別委員会が評価にあたり必要とする情報
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（なお、特別委員会は、行為者が提供した情報では買収行為に対する特別委員会の
意見形成をするために不十分であると判断する場合には、当社取締役会を通じ
て、追加の情報提供を求めることがあります。また、当社は、特別委員会が行為
者に求めた情報のすべてを受領した場合には、行為者に対して、その旨を通知
（以下「情報受領通知」といいます。）します。）

③　特別委員会が買収行為を評価する評価期間が満了し、その旨の情報開示をするまでは、
行為者は従前の当社株式保有数を増加させないこと。

　　特別委員会の評価期間（行為者が情報受領通知を受領した日から起算）
買収の対価が現金（円貨）の場合 最大で60日以内
その他の場合 原則として90日以内
（ただし、必要に応じ、延長することがあります。かかる場合には、適宜その旨、

延長後の期間及び延長を必要とする理由その他特別委員会が適切と認める事項
について情報開示します。また、延長した場合の延長後の期間を含め行為者によ
る買収行為を評価する期間が満了した場合には、速やかに、その旨の情報開示を
します。）

【評価基準】
①　行為者が事前遵守ルールのすべてを遵守しているとき
②　以下の濫用的買収の類型のいずれかに該当する行為またはそれに類する行為等により、

株主共同の利益に反する明確な侵害をもたらす虞のあるものではないとき
ａ　強圧的買収類型

いわゆるグリーンメーラー・焦土化・解体型買収・強圧的二段階買収　等
ｂ　機会損失的買収類型
ｃ　企業価値を毀損する他、不適切な買収類型
ｄ　その他、上記各類型に準じる買収類型

⑵　発動
　当社取締役会が対抗策を発動する場合は、当社経営陣からは独立した社外取締役、外部有識者
などから選任された委員で構成される特別委員会が中立かつ公平に発動の適正性を審議・勧告し、
当社取締役会は特別委員会の勧告を最大限尊重のうえ発動についての最終的な決定をします。
　特別委員会は、対抗策の発動または不発動を勧告した場合、当該勧告の概要その他特別委員会
が適切と認める事項について、勧告後速やかに、情報開示を行うものとし、また、当社取締役会
は、対抗策の発動または不発動を決定した場合には、速やかにその旨の情報開示をすることとし
ます。
　なお、当社取締役会は、対抗策の発動決定後であっても対抗策の発動が不要になったと判断さ
れる場合は効力発生日前に限り対抗策の発動を撤回することがあります。かかる場合、取締役会
は、対抗策の発動を撤回した旨その他取締役会が適切と認める事項について、撤回後速やかに、
情報開示を行います。
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⑶　廃止等
　本基本方針は、導入後、毎年の定時株主総会の終結の時までを有効期間とし、定時株主総会に
おいて株主の皆様に本基本方針の継続、見直し、廃止について諮ることとしています。また、有
効期間内であっても、臨時株主総会等において株主の皆様の過半数が本基本方針の見直しもしく
は廃止に賛成した場合、または取締役会において過半数の取締役が本基本方針の見直しもしくは
廃止に賛成した場合には、本基本方針を随時、見直しまたは廃止できることとします。かかる場
合、取締役会は、法令及び証券取引所規則に従って、適時適切な情報開示を行います。
　また、当社は2017年６月27日に開催の第37期定時株主総会における定款一部変更に関する議
案の承認をもって、監査等委員会設置会社へ移行したことから、取締役会は、任期が２年の監査
等委員である取締役と任期が１年の監査等委員でない取締役により構成されることになるため、
本基本方針の発動を阻止するのに不当に時間を要するわけではありません。

⑷　本基本方針の合理性を高めるための工夫
　当社取締役会は、行為者から十分な情報、時間、交渉機会が提供され、あわせて買収行為が濫
用的買収に明らかに該当しないと特別委員会が判断する限り、対抗策を発動することはありませ
ん。その意味において、当社取締役会は、行為者に対して、企業価値向上に資するか否かについ
て特別委員会が判断するに足る十分な情報の開示と、十分な考慮のための時間、説明や交渉機会
の確保を求めます。
　当社取締役会は、買収行為が真に当社の企業価値向上に資するようなものであれば行為者が事
前遵守ルールを遵守し、特別委員会が濫用的買収に該当しないものと判断するに足る情報提供、
説明などが可能であり、また、このような買収行為に対して当社取締役会が企業価値のさらなる
向上のために現に経営を担う側としての代替案を提示することにより、情報開示が促進され、株
主の皆様により適正な判断材料を提供することが可能になるものと判断します。
　他方、買収行為が当社の企業価値向上に資する提案のように表面上装われた実質的な濫用的買
収であれば、特別委員会が濫用的買収に該当しないものと判断するに足る情報や説明が行為者か
ら提供される可能性は極めて低く、当社株主共同の利益向上を図るために必要がある場合には、
対抗策を発動することができるものとしておく必要があるものと判断します。
　このような措置を講ずることで行為者の真意が明らかとなり、同時に行為者、当社取締役会双
方からの情報開示が促進され、株主の皆様により適正な判断材料を提供することが可能になるだ
けでなく、巧妙な手段を弄する濫用的買収を適切に防止し、確実に株主共同の利益の向上が実現
できるものと判断します。
　なお、本基本方針の手続の運営及び対抗策の発動に関する審議において、特別委員会の委員は、
必要に応じて弁護士、公認会計士、金融機関など第三者専門家の助言を受けることができるほか、
特別委員会の招集権は当社代表取締役のほかに各委員も有するとすることで同委員会の招集を確
実なものとするなど、本基本方針の手続の適正性を確保するように配慮しております。
　さらに、当社取締役会による対抗策の発動決定の前にすでに行為者が議決権の過半数を、公開
買付開始公告その他の適切な方法により買付を公表したうえで獲得した場合のように、当社株主
の皆様の意思が明白な場合は対抗策を発動しないなど、本基本方針の合理性を高めるための工夫

－ 13 －

会社の支配に関する基本方針



2021/06/02 12:59:41 / 20700046_株式会社アルメディオ_招集通知（Ｆ）

を講じています。また、本基本方針は毎年の定時株主総会の終結の時までを有効期限とし、当該
定時株主総会において株主の皆様の承認を得ることを本基本方針の継続の条件としていますので、
株主の皆様は本基本方針の適正性につき判断することができるほか、株主の皆様の総体的意思ま
たは取締役会の意思により、いつでも本基本方針の見直し、廃止ができるような工夫がなされて
います。
　また、当社は取締役の任期を１年と定めており解任要件を加重しておりません。

４．行為者出現時の手続
　行為者が買収行為を行う旨を書面で当社に通知したとき、当社は速やかにその旨の情報開示をす
るとともに、行為者に対して、まず事前遵守ルールの遵守を求めます。その上で、当社取締役会は、
特別委員会の審議・勧告をふまえて、対抗策の発動を決定することができます。
　すなわち、行為者が現れた場合、特別委員会は、行為者による買収行為について、事前遵守ルー
ルを守っているかを含む評価基準のすべてを満たすか否かを評価します。その上で、評価基準のす
べてを満たすと判断する場合を除き、特別委員会は、対抗策の発動を勧告することができるものと
します（ただし、その虞と対抗策の発動による影響とを比較考量して、発動することが相当である
と認められる場合に限ります。）。当社取締役会は、かかる特別委員会の審議・勧告がなされた場
合に限り、所定の手続に基づき対抗策の発動を決定することができます。
　当社取締役会が対抗策の発動または不発動を決定した場合には、速やかに、法令または証券取引
所規則に従って、その旨の情報開示をすることとします。
　当社取締役会において対抗策の発動が決定された場合、当社取締役会は、当社取締役会が定める
基準日現在の株主の皆様に対して、当社普通株式１株につき１個の新株予約権無償割当ての決議を
行います。各新株予約権の目的である株式の数は、原則として１株としますが、新株予約権無償割
当ての決議を行う取締役会において決定します。
　また、対抗策の発動後の行為者の対応によっては、当社取締役会は、再度、上記３.(1)【事前遵
守ルール】②及び③並びに(2)に定める特別委員会による情報提供の要求、評価及び勧告を経た上、
当社の企業価値及び株主共同の利益向上の観点から、その時点で採り得る必要かつ適正な対抗策を
講じます。
　なお、当社取締役会は対抗策の発動の決定後であっても行為者との十分な議論が尽くされる等、
対抗策の発動が不必要と判断するに至った場合は、新株予約権無償割当ての効力発生日以前であれ
ばいつでも対抗策の発動を撤回し、新株予約権無償割当てを中止します。かかる撤回または中止を
決定した場合には、速やかに、法令または証券取引所規則に従って、その旨の情報開示をすること
とします。
　また、特別委員会も、同様の状況になった場合に、当社取締役会に対抗策の発動の撤回または中
止を勧告することができます。

５．株主・投資者の皆様に与える影響
　当社が導入した本基本方針は、導入時点においては、新株予約権の発行が行われませんので、株
主の皆様の権利・利益に直接具体的な影響が生じることはありません。
　これに対し、対抗策の発動時においては、対抗策の発動に伴い発行する新株予約権が発行決定時
に別途設定する基準日における株主の皆様に対して割当てられることになります。行為者以外の株
主の皆様は予約権を行使（新株予約権無償割当ての決議を行う取締役会において行使金額その他の
条件を決定しますが、原則として新株予約権１個につき行使金額１円を想定しております。なお、
当社が新株予約権を当社の株式等10と引換えに取得することができると定められた場合において、
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当社が当該取得の手続を採り、新株予約権の取得の対価として取得の対象として決定された新株予
約権を保有する株主に当社株式等を交付する場合には、当該株主は、行使価額相当の金額を払い込
むことなく、当社による当該新株予約権の取得の対価として、当社株式等を受領することになりま
す。）し、当社新株を取得できます。また、対抗策を発動する場合には、適時かつ適切に情報開示
を行う等しますので、行為者を含む当社株主や投資家の皆様及びその他の関係者に不測の損害を与
える要素はないものと考えます。
　なお、当社は、新株予約権無償割当てを決議した後であっても、行為者との議論・交渉などによ
り、合理的かつ妥当な買収提案がなされた場合（または当社取締役会が買収提案を妥当なものと判
断した場合）または、行為者が買収行為等を撤回した場合には、本基本方針ガイドラインの定める
ところに従い、新株予約権無償割当ての効力発生日以前であればいつでも対抗策の発動を撤回し、
新株予約権無償割当てを中止し、また、新株予約権無償割当ての効力発生日以降においては当社取
締役会が定める日に新株予約権の全部を一斉に無償で当社が取得することがあります。
　これらの場合には、１株当たりの株式の価値の希釈化は生じませんので、１株当たりの株式の価
値の希釈化が生じ得ることを前提にして売付等を行った株主または投資家の皆様は、期待どおりの
株価の変動が生じないことにより不測の損害を被る可能性があります。

６．本基本方針の詳細
　本基本方針の詳細については、当社ウェブサイト（https://www.almedio.co.jp/）の2020年）
５月14日付ＩＲニュース「当社の企業価値及び株主共同の利益向上に関する基本方針（経営再建計
画への取組みと買収防衛策）の継続についてのお知らせ」に掲載しておりますのでそちらをご参照
下さい。

1  株式会社東京証券取引所の定めに基づく一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を意味します。
２  会社法第107条第２項第２号ホに規定する株式等をいいます。
３  金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます。
４  金融商品取引法第27条の23第３項に基づき保有者に含まれる者をいいます。
５  金融商品取引法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合をいいます。
６  金融商品取引法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます。
７  金融商品取引法第27条の２第６項に規定する公開買付けをいいます。
８  金融商品取引法第27条の２第８項に規定する株券等所有割合をいいます。
９  金融商品取引法第27条の２第７項に規定する特別関係者をいいます。
10  会社法第107条第２項第２号ホに規定する株式等をいいます。
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項及び連結の範囲または持分法の適用の範囲の変更に関する
　　注記等

⑴　連結の範囲に関する事項
連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
連結子会社の数　　　　　　１社
主要な連結子会社の名称　　阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司

⑵　持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

⑶　連結子会社の事業年度に関する事項
連結子会社である阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司の決算日は12月31日であります。
連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取

　引については、連結上必要な調整を行っております。

⑷　会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

ａ　有価証券
その他有価証券

時価のあるもの　　　　期末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ
り算定）

ｂ　たな卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

商品、製品、仕掛品、原材料 先入先出法（ただし、個別受注品は個別法）
貯蔵品　　　　　　　　最終仕入原価法
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②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
ａ　有形固定資産（リース資産を除く）

当社は定率法により、在外連結子会社は定額法によっております。
ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
は定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 3～20年
機械装置及び運搬具  2～10年
その他（工具器具及び備品）  2～ 8年

ｂ　無形固定資産（リース資産を除く）
ソフトウェア（自社利用分） 社内における利用可能期間に基づく定額法
その他　　　　　　　　　定額法

③　重要な引当金の計上基準
ａ　貸倒引当金　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上しております。

ｂ　賞与引当金　　　　　　　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のう
ち当連結会計年度の負担分を計上しております。

④　退職給付に係る会計処理の方法
従業員への退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債
務の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められ
る額を計上しております。
なお、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期
末自己都合要支給額を用いた簡便法を適用しております。

⑤　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、
換算差額は損益として処理しております。
なお、在外連結子会社の資産及び負債並びに収益及び費用は、在外連結子
会社の決算日の直物為替相場により円換算し、換算差額は、純資産の部に
おける為替換算調整勘定に含めて計上しております。
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⑥　その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
　　消費税等の会計処理　　　　税抜方式によっております。

２．連結貸借対照表に関する注記
⑴　有形固定資産の減価償却累計額 527,940千円

⑵　受取手形裏書譲渡高 59,337千円

３．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 14,802,316株

⑵　配当に関する事項
①　配当金支払額
　　前連結会計年度の期末配当は無配につき、該当事項はありません。
②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　当連結会計年度の期末配当は無配につき、該当事項はありません。

４．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入に
よる方針です。

②　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、
当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行う体制としています。
　投資有価証券である株式は市場価格の変動リスクに晒されていますが、業務上の関係を有する企業の株
式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
　営業債務である買掛金は、１年以内の支払期日です。
　短期借入金の使途は運転資金であります。
　長期借入金の使途は運転資金であります。

－ 18 －
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⑵　金融商品の時価等に関する事項
　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)
連結貸借対照表計上額 時　　価 差　　額

⑴ 現 金 及 び 預 金 1,547,986 1,547,986 －
⑵ 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 929,011 929,011 －
⑶ 買 掛 金 (189,437) (189,437) －
⑷ 短 期 借 入 金 (316,804) (316,804) －
⑸ 長 期 借 入 金 (29,308) (29,308) －
(＊)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
(注1)　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
・⑴現金及び預金、並びに⑵受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。

・⑶買掛金、並びに⑷短期借入金（１年内返済予定長期借入金除く）
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。

・⑸長期借入金
　１年内返済予定長期借入金は長期借入金に含めております。
　これらの時価については、変動金利によるものは、短期間で市場金利が反映されるため、時価は帳簿価
額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(注2)　金銭債権の連結決算日後の償還予定額 (単位：千円)
１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

現金及び預金 1,547,986 － － －
受取手形及び売掛金 929,011 － － －

合　　計 2,476,998 － － －
　(注3)　短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

短期借入金 316,804 － － － － －
長期借入金 16,008 13,300 － － － －

合　　計 332,812 13,300 － － － －

－ 19 －
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５．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 169円70銭
１株当たり当期純損失 9円24銭

６．減損損失に関する注記
　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
　当社グループは事業用資産については、事業部門を区分の基礎としてグルーピングを行っております。
　当連結会計年度において、このうち収益性の低下がみられた資産について帳簿価額を回収可能価額まで減
額し、当該減少額を減損損失（82,960千円）として特別損失に計上いたしました。

場所 用途 種類及び金額（千円）

ア ル メ デ ィ オ 本 社 共 用 資 産
建 物 及 び 構 築 物 1,718
そ の 他 （ 有 形 固 定 資 産 ） 303
そ の 他 （ 無 形 固 定 資 産 ） 5,843

所 沢 オ フ ィ ス 共 用 資 産 建 物 及 び 構 築 物 17,642
同 上 ア ー カ イ ブ 事 業 用 資 産 そ の 他 （ 有 形 固 定 資 産 ） 368

同 上
イ ン ダ ス ト リ ア ル
ソリューション事業用資産

機 械 装 置 及 び 運 搬 具 2,492
そ の 他 （ 有 形 固 定 資 産 ） 7,155

同 上 そ の 他 事 業 用 資 産
建 物 及 び 構 築 物 1,350
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 32,789
そ の 他 （ 有 形 固 定 資 産 ） 13,297

　回収可能価額は使用価値により算定しており、使用価値はゼロと算定しております。
　なお、その他事業用資産は、主にナノマテリアル事業の資産であります。

－ 20 －
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券

時価のあるもの　　　　期末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により
算定）

②　たな卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

商品、製品、仕掛品、原材料 先入先出法（ただし、個別受注品は個別法）
貯蔵品　　　　　　　　最終仕入原価法

⑵　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては定額法）によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8～15年
機械装置 2～ 9年
工具器具及び備品 2～ 8年

②　無形固定資産（リース資産を除く）
ソフトウェア（自社利用分） 社内における利用可能期間（５年間）に基づく定額法
その他　　　　　　　　　定額法

⑶　引当金の計上基準
①　賞与引当金　　　　　　　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち

当事業年度の負担分を計上しております。
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②　退職給付引当金　　　　　従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見
込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上し
ております。

　　　　　　　　　　　　　　なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己
都合要支給額を用いた簡便法を適用しております。

⑷　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
①　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差
額は損益として処理しております。

②　消費税等の会計処理　　　税抜方式によっております。

２．貸借対照表に関する注記
⑴　有形固定資産の減価償却累計額 267,811千円

⑵　保証債務
　　　他の会社の金融機関からの借入債務に対し、保証を行っております。

　子会社　阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司
116,804千円

⑶　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
金銭債権 58,148千円
金銭債務 3,351千円

３．損益計算書に関する注記
　関係会社との取引高

　営業取引による取引高
　　売上高 355,624千円
　　仕入高 71,753千円
　営業取引以外の取引による取引高 42,084千円

４．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数

普通株式 111,437株
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５．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
賞与引当金 3,814千円
退職給付引当金 11,194千円
繰越欠損金 1,049,493千円
減損損失 25,540千円
その他 18,087千円

繰延税金資産小計 1,108,130千円
評価性引当額 △1,108,130千円

繰延税金資産合計 －
繰延税金負債 －
繰延税金資産純額 －

６．関連当事者との取引に関する注記
関連会社等 (単位：千円)

属 性 名 称 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取 引 の 内 容 取引金額 科 目 期末残高

子会社 阿 爾 賽 （ 蘇 州 ）
無機材料有限公司

（所有）
直接　100％ 役員の兼任３名

ロイヤリティ
の受取
(※１)

42,084 そ の 他
（流動資産） 11,066

債務保証
(※２) 116,804 － －

商品売上高
(※３) 355,624 売掛金 47,082

　取引条件及び取引条件の決定方針等
　※１　ロイヤリティについては、売上高に一定の料率を乗じて決定しております。
　※２　債務保証は阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司の金融機関からの借入に対するものであります。なお、保

証料は徴収しておりません。
　※３　取引金額については、市場の実勢を参考に決定しております。

７．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 124円35銭
１株当たり当期純損失 14円68銭
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